
８愛農会議第８０号  

令和８年４月２８日 

 

 

 

 各市町村農業委員会長 様 

 

           一般社団法人愛知県農業会議 

            会長 川 上 万一郎 

            （ 印 章 省 略 ） 

 

 

令和８年度農業者年金の失権、支給停止及び裁定取消に伴う支給済の 

給付金の回収に関する事務について（通知） 

 

農業者年金業務の推進につきましては、日頃から格別のご理解とご協力を賜り、厚

くお礼申し上げます。 

さて、標記の事務について独立行政法人農業者年金基金理事長より周知依頼があり

ましたので、令和８年度農業者年金給付返還金債権に係る催告等処理方針及び関連資

料を送付いたします。 

つきましては、令和８年度における支給済の給付金の返納が見込まれる場合の取扱

い及び返還金債権の催告等の回収に関する事務について、必要に応じて事務処理のご

対応の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

送付内訳 

① 令和８年度処理方針 

② 別紙１一式 

③ 別紙２－１ 別紙２－２ 別紙３ 

④ 別紙４ 別紙５ 

 

 

（連絡先 農政課 担当：髙橋・竹内 電話 052-962-2841／ｆａｘ052-953-0399） 

 

 

 


